
 

 上尾市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  令和６年３月２２日  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市条例第１６号  

   上尾市介護保険条例の一部を改正する条例  

 上尾市介護保険条例（平成１２年上尾市条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第４条を次のように改める。  

第４条  削除  

 第５条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８

年度」に改め、同項第１号中「２０，１７０円」を「２１，５３５円」に改

め、同項第２号中「２８，２３９円」を「３４，００３円」に改め、同項第

３号中「４７，０６５円」を「５１，７６１円」に改め、同項第４号中「５

５，８０５円」を「６８，００７円」に改め、同項第５号中「６７，２３６

円」を「７５，５６４円」に改め、同項第６号中「７５，９７６円」を「９

０，６７６円」に改め、同号ア中「いい、所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２項の規定によ

って計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算した金

額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、

零とする。）によるものとし、」を「いう。以下この項において同じ。）（」

に改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ又は第

１２号イ」に改め、同項第７号中「８４，０４５円」を「９８，２３３円」

に改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ又は第

１２号イ」に改め、同項第８号中「１００，８５４円」を「１１３，３４６

円」に改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ又

は第１２号イ」に改め、同項第９号中「１１４，３０１円」を「１２８，４

５８円」に改め、同号ア中「４００万円」を「４２０万円」に改め、同号イ

中「又は次号イ」を「、次号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同項

第１０号中「１２４，３８６円」を「１４３，５７１円」に改め、同号ア中



「５００万円」を「５２０万円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次

に「、次号イ又は第１２号イ」を加え、同項第１１号中「１３４，４７２円」

を「１８１，３５３円」に改め、同号を同項第１３号とし、同項第１０号の

次に次の２号を加える。  

 (11 ) 次のいずれかに該当する者  １５８，６８４円  

  ア  合計所得金額が６２０万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの  

  イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（ (1)に係る部分を除く。）又は次号イに

該当する者を除く。）  

 (1 2 ) 次のいずれかに該当する者  １７３，７９７円  

  ア  合計所得金額が７２０万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの  

  イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（ (1)に係る部分を除く。）に該当する者

を除く。）  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市介護保険条例第５条第１項の規定は、令

和６年度以後の年度分の介護保険の保険料について適用し、令和５年度以

前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 


